
   

農林物資の規格化等に関する法律及び独立行政法人農林水産消費安全技術センター法の一部を改正す

る法律案に対する修正案要綱 

農林水産大臣は、都道府県又は利害関係人から日本農林規格の制定に係る申出を受けたときは、速やかに

その申出について検討を加えなければならないものとするとともに、その申出に係る日本農林規格を制定す

べきものと認める場合における日本農林規格の案の作成主体が農林水産大臣であることを明確化すること。    

（日本農林規格等に関する法律第四条第二項関係） 


